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邪
馬
台
国
の
位
置
に
関
す
る
覚
書

　
ー
日
本
国
家
史
研
究
の
一
駒
1

邪馬台国の位置に関する覚書

一二三四

は
し
が
き

里
程
と
方
角
の
基
本
的
認
識

卑
弥
呼
を
「
共
立
」
し
た
国
々

余
　
語

上

野

吐禾

三

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
は
し
が
き

　
日
本
国
家
史
に
関
す
る
諸
研
究
の
な
か
で
も
、
原
始
国
家
と
し
て
の
邪
馬
台
国
の
位
置
を
探
求
す
る
問
題
は
、
江
戸
期
以
来
史
家
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

心
を
集
め
て
久
し
く
、
今
日
に
至
る
も
な
お
そ
の
関
心
度
は
一
向
に
お
と
ろ
え
る
気
配
が
見
え
な
い
。
否
そ
れ
ば
か
り
か
、
近
年
は
こ
の

問
題
を
め
ぐ
る
論
争
に
、
歴
史
研
究
に
携
わ
る
者
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
か
ら
も
多
く
の
人
々
が
参
画
す
る
よ
う
に
な
り
、
学
問
的
進

展
が
も
た
ら
さ
れ
た
。

　
邪
馬
台
国
研
究
は
、
日
本
の
古
代
国
家
の
源
初
的
形
態
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
避
け
て
通
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
わ
け
て
も
こ
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の
国
の
所
在
し
た
位
置
を
究
明
す
る
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
の
は
、
仮
に
こ
の
国
が
大
和
か
北
九
州
の
ど
ち
ら

　
　
　
　
（
2
）

に
存
し
た
か
に
よ
り
国
家
と
し
て
の
規
模
が
大
き
く
異
な
り
、
そ
れ
故
に
日
本
の
国
土
統
一
の
時
期
の
設
定
が
か
な
り
違
っ
て
く
る
か
ら

で
あ
る
。

　
二
世
紀
後
半
か
ら
三
世
紀
後
半
に
か
け
て
、
魏
志
の
東
夷
伝
倭
人
条
（
以
下
倭
人
伝
）
に
記
す
と
こ
ろ
の
邪
馬
台
国
が
、
大
和
に
存
在

し
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
国
は
す
で
に
西
日
本
か
ら
近
畿
方
面
に
か
け
て
の
大
半
の
諸
国
を
服
属
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
萌
芽
期
の
大
和

朝
廷
そ
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
国
が
北
九
州
に
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
卑
弥
呼
の
統
治
す
る
国
は
、
未
だ
北
九
州

の
範
囲
だ
け
を
治
め
る
原
始
的
な
国
家
の
域
を
出
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
場
合
、
国
土
の
統
一
は
ま
だ
ま
だ
先
の
こ
と

と
な
る
。

　
こ
の
所
在
地
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
現
今
で
は
依
然
と
し
て
決
着
を
見
な
い
状
況
で
あ
る
が
、
そ
の
究
明
が
日
本
国
家
史
研
究
に
携
わ
る

者
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、
論
を
侯
た
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
邪
馬
台
国
問
題
は
こ
の
よ
う
に
魅
力
あ
る
題
材
だ
け
に
、
論
争
が
い
ち
だ
ん
と
進
む
に
つ
れ
て
、
他
方
で
異
説
・
奇
説
の

類
も
数
多
く
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
本
来
の
学
問
的
意
味
あ
い
が
稀
薄
で
興
味
本
位
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
傾
向
も
生
ま
れ
た
。

　
し
か
し
第
一
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
邪
馬
台
国
の
問
題
は
す
ぐ
れ
て
文
献
史
学
の
研
究
に
負
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
国
の
こ
と
が
唯
一
総
合
的
に
記
録
さ
れ
て
い
る
魏
志
倭
人
伝
の
記
述
を
、
あ
く
ま
で
も
史
学
研
究
の
原
則
に
の
っ
と
り

な
が
ら
、
正
確
に
読
み
解
く
こ
と
に
最
重
点
を
置
く
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
そ
の
上
で
、
次
に
こ
れ
を
考
古
学
あ
る
い
は
文
化
人
類
学
等

の
研
究
成
果
や
、
記
紀
に
記
す
と
こ
ろ
の
伝
承
か
ら
汲
み
取
れ
る
事
柄
な
ど
で
補
な
う
と
い
う
作
業
を
綿
密
に
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
観
点
に
立
っ
て
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
成
果
を
で
き
う
る
限
り
参
酌
し
な
が
ら
、
私
な
り
の
邪
馬
台
国
像
を
素
描
し
て

　
　
　
　
　
（
3
）

見
た
い
と
思
う
。
大
方
の
ご
教
示
・
ご
叱
正
を
得
ら
れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
こ
れ
ま
で
の
邪
馬
台
国
関
係
の
研
究
史
を
概
観
す
る
に
は
、
佐
伯
有
清
氏
の
著
『
研
究
史
邪
馬
台
国
』
（
昭
和
四
十
六
年
）
、
『
研
究
史
戦
後
の
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邪
馬
台
国
』
（
昭
和
四
十
七
年
）
、
及
び
『
邪
馬
台
国
基
本
論
文
集
一
・
二
』
（
昭
和
五
十
六
年
）
、
『
同
三
』
（
昭
和
五
十
七
年
）
等
が
簡
便
で
あ
る
。

こ
れ
以
降
の
論
著
を
あ
げ
る
と
枚
挙
に
逗
が
な
い
が
、
管
見
に
入
っ
た
だ
け
で
も
、
鈴
木
靖
民
「
魏
志
倭
人
伝
検
討
の
た
め
の
二
、
三
の
視
角
」
国

学
院
雑
誌
八
二
－
一
一
（
昭
和
五
十
七
年
）
、
山
尾
幸
久
『
日
本
古
代
王
権
形
成
史
論
』
（
昭
和
五
十
八
年
）
、
関
和
彦
『
邪
馬
台
国
論
』
（
昭
和
五
十

八
年
）
、
古
田
武
彦
『
多
元
的
国
家
の
成
立
　
　
邪
馬
台
国
の
方
法
』
上
・
下
（
昭
和
五
十
八
年
）
、
森
浩
一
『
倭
人
伝
の
世
界
』
（
昭
和
五
十
八
年
）
、

注
向
栄
『
邪
馬
台
国
』
（
昭
和
五
十
八
年
）
、
謝
銘
仁
『
邪
馬
台
国
　
中
国
人
は
こ
う
読
む
』
（
昭
和
五
十
八
年
）
、
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会

編
『
講
座
日
本
歴
史
原
始
・
古
代
』
（
昭
和
五
十
九
年
）
、
井
上
光
貞
ほ
か
編
『
日
本
歴
史
大
系
原
始
・
古
代
』
（
昭
和
五
十
九
年
）
、
山
尾
幸
久

『
新
版
・
魏
志
倭
人
伝
』
（
昭
和
六
十
一
年
）
、
義
江
彰
夫
『
日
本
通
史
－
　
原
始
古
代
・
中
世
　
歴
史
の
曙
か
ら
伝
統
社
会
の
成
熟
へ
』
（
昭
和
六
十

一
年
）
、
武
光
誠
『
邪
馬
台
国
辞
典
』
（
昭
和
六
十
一
年
）
、
王
金
林
『
古
代
の
日
本
　
　
邪
馬
台
国
を
中
心
と
し
て
』
（
昭
和
六
十
一
年
）
、
佐
原
真

『
大
系
日
本
の
歴
史
1
　
日
本
人
の
誕
生
』
（
昭
和
六
十
二
年
）
、
和
田
葦
『
同
上
2
　
古
墳
の
時
代
』
（
昭
和
六
十
三
年
）
、
鈴
木
靖
民
「
倭
政
権
の

形
成
と
東
ア
ジ
ア
」
（
『
古
墳
は
な
ぜ
つ
く
ら
れ
た
か
』
所
収
・
昭
和
六
十
三
年
）
、
武
光
誠
『
邪
馬
台
国
1
0
0
話
』
（
昭
和
六
十
三
年
）
、
大
山
誠

一
『
古
代
国
家
と
大
化
改
新
』
（
昭
和
六
十
三
年
）
、
弘
中
芳
男
『
古
地
図
と
邪
馬
台
国
』
（
昭
和
六
十
三
年
）
、
金
関
恕
・
直
木
孝
次
郎
・
平
野
邦

雄
・
森
浩
一
編
『
倭
人
伝
の
世
界
』
（
昭
和
六
十
三
年
）
、
N
H
K
取
材
班
『
邪
馬
台
国
が
見
え
る
！
吉
野
ケ
里
と
卑
弥
呼
の
時
代
』
（
平
成
元
年
）
、

大
塚
初
重
・
山
田
富
士
雄
・
佐
伯
有
清
・
佐
原
真
・
高
島
忠
平
・
豊
田
有
恒
・
山
尾
幸
久
編
『
倭
国
大
乱
と
吉
野
ケ
里
』
（
平
成
二
年
）
、
沈
仁
安

『
倭
国
と
東
ア
ジ
ア
　
東
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
歴
史
1
』
（
平
成
二
年
）
、
都
出
比
呂
志
・
山
本
三
郎
編
『
邪
馬
台
国
の
時
代
』
（
平
成
二
年
）
、
白

石
太
一
郎
・
吉
村
武
彦
編
『
争
点
日
本
の
歴
史
第
二
巻
古
代
編
1
』
（
平
成
二
年
）
、
西
本
昌
弘
「
邪
馬
台
国
位
置
論
争
の
学
史
的
総
括
」
（
横
田

建
一
編
『
日
本
書
紀
研
究
』
第
十
七
冊
所
収
・
平
成
二
年
）
、
水
野
正
好
『
日
本
文
明
史
第
二
巻
文
明
の
土
壌
島
国
の
原
像
』
（
平
成
二
年
）
、

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
『
歴
博
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
邪
馬
台
国
時
代
の
東
日
本
』
（
平
成
三
年
）
、
武
光
誠
「
『
三
国
志
』
魏
志
倭
人
伝
の
原
史
料
」

（
『
日
本
古
代
社
会
史
研
究
』
所
収
・
平
成
三
年
）
、
田
中
琢
『
日
本
の
歴
史
2
　
倭
人
争
乱
』
（
平
成
三
年
）
、
川
口
博
之
『
陳
寿
の
地
図
　
邪
馬
台

国
の
経
緯
』
（
平
成
三
年
）
、
井
上
秀
雄
『
倭
・
倭
人
・
倭
国
東
ア
ジ
ア
古
代
史
再
検
討
』
（
平
成
三
年
）
、
中
山
恒
二
『
魏
志
倭
人
伝
「
倭
語
」
の

解
読
』
（
平
成
三
年
）
、
近
江
昌
司
編
『
卑
弥
呼
の
時
代
』
（
平
成
三
年
）
、
王
仲
殊
『
中
国
か
ら
み
た
古
代
日
本
』
（
平
成
四
年
）
、
王
金
林
『
邪
馬
台

国
と
古
代
中
国
』
（
平
成
四
年
）
、
安
本
美
典
『
邪
馬
台
国
に
決
着
が
つ
い
た
！
』
（
平
成
四
年
）
、
大
庭
脩
「
邪
馬
台
国
論
ー
中
国
史
か
ら
の
視
点

－
」
（
坪
井
清
足
・
平
野
邦
雄
編
『
新
版
古
代
の
日
本
　
第
一
巻
古
代
史
総
論
』
所
収
・
平
成
五
年
）
、
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
　
第
2
巻
古
代
1
』

（
平
成
五
年
）
、
西
嶋
定
生
『
邪
馬
台
国
と
倭
国
』
（
平
成
六
年
）
、
荒
木
博
之
・
奥
野
正
男
・
大
林
太
良
・
金
関
恕
・
佐
原
真
・
安
本
美
典
・
谷
川
健

一
編
著
『
邪
馬
台
国
は
東
遷
し
た
か
』
（
平
成
六
年
）
、
等
々
が
あ
げ
ら
れ
る
。
な
お
、
古
典
的
名
著
で
あ
り
最
近
に
な
っ
て
著
作
集
に
再
収
録
さ
れ

た
も
の
と
し
て
は
、
井
上
光
貞
『
日
本
国
家
の
起
源
』
（
昭
和
三
十
五
年
、
『
古
代
国
家
の
形
成
』
井
上
著
作
集
第
三
巻
・
昭
和
六
十
年
）
、
田
中
卓
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『
海
に
書
か
れ
た
邪
馬
台
国
』
（
昭
和
五
十
年
、
『
邪
馬
台
国
と
稲
荷
山
刀
銘
』
田
中
著
作
集
第
二
巻
・
昭
和
六
十
一
年
）
、
坂
本
太
郎
「
魏
志
倭
人
伝

雑
考
」
（
昭
和
二
十
九
年
、
『
風
土
記
と
万
葉
集
』
坂
本
著
作
集
第
四
巻
・
昭
和
六
十
三
年
）
、
榎
一
雄
『
邪
馬
台
国
』
（
昭
和
五
十
三
年
、
『
邪
馬
台

平
成
四
年
）
等
が
あ
る
。

（
2
）
　
邪
馬
台
国
の
所
在
地
論
争
は
、
も
ち
ろ
ん
大
和
説
と
北
九
州
説
だ
け
で
は
な
く
、
実
に
多
く
の
所
説
が
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
主
た
る
学
説
を

成
し
て
い
る
の
が
こ
の
両
説
で
あ
る
点
は
、
誰
し
も
異
存
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

（
3
）
　
私
は
近
時
、
「
文
献
史
学
か
ら
見
た
邪
馬
台
国
所
在
地
論
－
本
居
宣
長
説
を
起
点
に
大
和
説
不
成
立
論
に
及
ぶ
ー
」
（
松
阪
大
学
地
域
社
会

研
究
所
報
第
8
号
・
平
成
八
年
、
そ
の
後
拙
著
『
日
本
書
史
学
の
研
究
』
・
平
成
八
年
、
に
収
む
）
を
著
し
た
が
、
こ
れ
は
掲
載
誌
の
性
格
上
、
地

域
（
松
阪
）
と
関
わ
り
の
深
い
本
居
宣
長
に
こ
と
寄
せ
て
論
じ
て
い
る
。
本
稿
の
論
旨
も
こ
れ
と
重
複
す
る
点
が
多
々
あ
る
が
、
こ
の
点
を
読
者
は

　
了
と
せ
ら
れ
た
い
。

238

二
　
里
程
と
方
角
の
基
本
的
認
識

　
こ
れ
ま
で
の
邪
馬
台
国
論
争
に
お
い
て
、
大
和
説
は
里
程
に
お
い
て
は
有
利
で
あ
る
が
方
角
で
不
利
と
さ
れ
、
北
九
州
説
は
そ
の
逆
で

里
程
に
お
い
て
は
分
が
な
く
、
方
角
で
は
有
利
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
倭
人
伝
の
文
章
に
読
み
取
り
に
く
い
部
分
が
あ
っ
て
、
そ
の

解
釈
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
幾
通
り
か
に
読
め
る
余
地
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
ま
ず
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
従
来
の
諸
説
を
勘
案
し

な
が
ら
、
私
な
り
に
整
理
を
し
て
お
き
た
い
と
考
え
る
。

　
q
D
　
里
　
程

　
ま
ず
里
程
に
関
し
て
は
、
倭
人
伝
に
よ
れ
ば
、
帯
方
郡
（
郡
治
所
）
か
ら
朝
鮮
半
島
南
端
の
狗
邪
韓
国
ま
で
が
七
千
余
里
、
こ
こ
か
ら

対
馬
国
ま
で
が
千
余
里
、
さ
ら
に
対
馬
国
か
ら
一
支
国
ま
で
の
間
、
お
よ
び
一
支
国
か
ら
末
盧
国
の
間
が
そ
れ
ぞ
れ
千
余
里
、
こ
の
九
州

本
島
の
末
盧
に
上
陸
し
て
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
使
節
は
「
郡
使
の
往
来
、
常
に
駐
ま
る
所
」
と
い
う
伊
都
国
ま
で
五
百
里
を
要
す
る
。
こ
の
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い
　
と

伊
都
国
の
位
置
は
後
の
「
伊
観
県
」
（
仲
哀
紀
）
、
筑
前
国
恰
土
郡
に
当
た
る
。
以
上
を
通
計
す
る
と
一
万
五
百
余
里
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
て
倭
人
伝
の
別
の
段
に
は
、
「
郡
よ
り
女
王
国
に
至
る
、
万
二
千
余
里
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
女
王
国
と
は
「
女

王
の
都
す
る
所
」
す
な
わ
ち
邪
馬
台
国
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
か
ら
、
帯
方
郡
か
ら
邪
馬
台
国
ま
で
の
総
距
離
は
一
万
二
千

余
里
で
あ
る
。
従
っ
て
伊
都
国
か
ら
邪
馬
台
国
に
至
る
残
り
の
距
離
は
千
五
百
里
ほ
ど
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
里
数
は
現
在
の
メ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ト
ル
法
に
換
算
す
る
と
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
内
外
の
距
離
と
な
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
倭
人
伝
に
は
伊
都
国
と
邪
馬
台
国
と
の
間
に
、
奴
国
、
不
弥
国
、
投
馬
国
の
三
国
の
記
載
が
あ
り
、
各
国
間
の
里
程
は
、

伊
都
・
奴
間
が
百
里
、
奴
・
不
弥
間
も
同
じ
く
百
里
、
不
弥
・
投
馬
間
は
「
水
行
二
十
日
」
、
さ
ら
に
邪
馬
台
国
へ
は
「
水
行
十
日
陸
行

一
月
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
も
し
魏
の
使
節
が
こ
れ
ら
の
国
々
を
順
々
に
経
て
南
下
し
た
と
す
れ
ば
、
南
九
州
を
通
り
過
ぎ
、
は
る
か
先

の
太
平
洋
上
に
行
き
つ
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
と
先
ほ
ど
述
べ
た
伊
都
・
邪
馬
台
間
の
千
五
百
里
と
は
ど
の
よ
う
に
整
合
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
は
一
見
大
変
難
し
そ
う
に
思
え
る
の
だ
が
、
大
和
説
の
論
者
が
見
出
し
た
解
決
策
は
、
ま
ず
こ
の
干
五
百
里
に
は
目
を
つ
む
り
、

そ
し
て
南
下
す
る
筈
の
使
節
の
方
向
を
東
行
に
置
き
か
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
原
文
の
字
句
を
自
説
に
都
合
よ
く
書
き
換
え
る
こ

と
は
、
史
学
の
鉄
則
に
も
と
る
所
作
で
あ
る
こ
と
、
後
に
詳
述
す
る
通
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
な
く
、
我
々
は
合
理
的
解
釈
を
ほ
ど

こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
難
問
の
解
決
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
私
は
、
多
く
の
大
和
論
者
が
批
判
の
対
象
と
し
て
き
た
榎
一
雄
氏
の
所
論
に
改
め
て
立
ち
返
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
榎
氏
は
、
倭
人
伝
の
記
事
は
伊
都
国
の
前
と
後
と
で
は
書
き
方
が
違
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
さ
れ
た
。
確
か
に
、
魏
使
が
伊
都
国
に
着

く
ま
で
は
、
大
む
ね
、
方
位
、
距
離
、
地
名
の
順
で
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
伊
都
国
か
ら
後
は
一
貫
し
て
方
位
、
地
名
、
距
離
の

順
序
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
倭
人
伝
は
、
伊
都
国
を
さ
か
い
に
し
て
そ
の
前
と
後
の
書
法
を
意
図
的
に
変
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

使
節
が
狗
邪
韓
国
か
ら
対
馬
、
一
支
、
末
盧
の
国
々
を
経
由
し
て
伊
都
国
に
到
っ
た
道
筋
は
伝
に
述
べ
る
通
り
で
、
こ
れ
を
疑
う
余
地
は
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な
い
。
し
か
し
榎
氏
は
、
伊
都
国
か
ら
後
は
順
次
使
節
が
通
過
し
た
の
で
は
な
く
、
こ
の
国
を
起
点
に
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
至
る
方
向

と
距
離
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
魏
使
は
、
伊
都
国
か
ら
直
接
邪
馬
台
国
へ
行
っ
た
と
説
明
さ
れ
た
。
こ
れ
は
伊
都
国
か
ら
後
の

国
々
を
順
々
に
接
続
さ
せ
て
読
ん
で
き
た
従
来
の
直
線
式
の
読
み
方
に
異
を
唱
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
私
は
基
本
的
に
、
こ
の
榎
氏
の
い
わ
ゆ
る
放
射
式
の
読
み
方
は
正
し
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
別
の
観
点
か
ら
も
、
伊
都
国
の
前

と
後
と
で
は
明
ら
か
な
倭
人
伝
編
者
の
著
録
態
度
に
相
違
が
読
み
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
伊
都
国
に
至
る
国
々
に
つ
い
て
は
、
次

の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
（
前
記
の
榎
氏
の
指
摘
さ
れ
た
部
分
も
併
せ
引
用
す
る
。
句
読
点
は
筆
者
）
。

　
　
　
　
　
　
（
距
離
）
　
　
（
、
鈍
名
）
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
㍉
、
、
恥
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

　
ω
始
度
一
海
千
余
里
、
至
対
馬
国
、
其
大
官
日
卑
狗
、
副
日
卑
奴
母
離
、
所
居
絶
島
、
方
可
四
百
余
里
、
土
地
山
険
、
多
深
林
、
道
路
如
禽
鹿
径
、
有

　
　
千
余
戸
、
無
良
田
、
食
海
物
自
活
、
乗
船
南
北
市
擢

　
　
　
（
ゐ
向
）
　
　
　
　
（
距
、
離
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
地
　
　
名
　
　
）
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

　
ω
又
南
渡
一
海
千
余
里
、
名
日
潮
海
、
至
一
大
（
ほ
支
）
国
、
官
亦
日
卑
狗
、
副
日
卑
奴
母
離
、
方
可
三
百
里
、
多
竹
木
叢
林
、
有
三
千
許
家
、
差
有
田

　
　
地
、
耕
田
猶
不
足
食
、
亦
南
北
市
耀

　
　
　
　
　
　
（
距
離
・
）
　
　
（
地
名
）
　
、
　
、
、
、
、
、
、
、
、
『
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
　
、
　
、
、
、
　
、
、
、

　
⑥
又
渡
一
海
千
余
里
、
至
末
盧
国
、
有
四
千
余
戸
、
浜
山
海
居
、
草
木
茂
盛
、
行
不
見
前
人
、
好
捕
魚
鰻
、
水
無
深
浅
皆
沈
没
取
之

　
　
（
方
向
）
　
　
（
距
離
）
　
　
（
地
名
）
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
い
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

　
㈲
東
南
陸
行
五
百
里
、
到
伊
都
国
、
官
日
爾
支
、
副
日
泄
誤
触
柄
渠
触
、
有
千
余
戸
、
世
有
王
、
皆
統
属
女
王
国
、
郡
使
往
来
常
所
駐

　
こ
れ
に
は
国
の
行
政
官
及
び
戸
数
の
ほ
か
、
地
理
、
生
業
な
ど
国
内
の
様
子
に
つ
い
て
も
や
や
詳
し
く
言
及
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
（
傍

点
部
分
参
照
）
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
比
べ
て
伊
都
国
か
ら
後
の
諸
国
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
パ
ん
ゆ
ツ
　
　
パ
ぬ
ら
ズ
ぽ
だ
マ
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ

　
㈲
東
南
至
奴
国
百
里
、
官
日
兜
馬
鯛
、
副
日
卑
奴
母
離
、
有
二
万
余
戸

　
　
（
ゐ
向
）
　
（
地
名
X
跡
離
）
　
　
、
　
、
　
、
　
、
．
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

　
㈲
東
行
至
不
弥
国
百
里
、
官
日
多
模
、
副
日
卑
奴
母
離
、
有
千
余
家

　
　
パ
ゐ
ロ
レ
　
　
ハ
　
も
　
も
　
　
レ
　
　
パ
　
　
ロ
　
　
　
　
　
レ
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ヤ

　
G
り
南
至
投
馬
国
、
水
行
二
十
日
、
官
日
弥
弥
、
副
日
弥
弥
那
利
、
可
五
万
余
戸

　
こ
こ
で
は
、
地
理
的
状
況
や
人
々
の
く
ら
し
ぶ
り
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
ず
、
た
だ
行
政
官
と
戸
数
だ
け
を
記
録
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

前
者
と
の
違
い
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
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こ
の
相
違
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
魏
の
使
節
が
、
伊
都
国
ま
で
の
国
々
は
実
地
に
訪
ず
れ
て
、
そ
の
国
内

情
況
を
見
聞
し
た
の
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
伊
都
か
ら
後
の
三
国
に
つ
い
て
は
、
使
節
が
現
地
に
赴
い
た
の
で
は
な
く
、
伊
都
に
滞
在

す
る
間
に
そ
う
し
た
国
々
の
存
在
す
る
方
向
や
そ
こ
ま
で
の
距
離
を
単
に
聞
き
書
き
し
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

　
も
し
魏
使
が
伊
都
か
ら
次
の
奴
国
に
行
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
は
こ
の
奴
と
い
う
国
が
前
代
の
漢
の
時
に
は
倭
国
を
代
表
す
る
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

国
で
あ
り
、
光
武
帝
か
ら
「
漢
委
奴
国
王
」
の
金
印
を
授
け
ら
れ
た
王
が
い
た
こ
と
を
知
ら
ぬ
筈
が
な
く
、
従
っ
て
こ
の
国
の
説
明
文
を

行
政
官
と
戸
数
の
記
述
だ
け
で
済
ま
せ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
使
節
が
奴
国
以
下
の
国
々
を
実
際
に
通
行
し
た

形
跡
は
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
⑤
㈲
の
奴
国
及
び
不
弥
国
の
方
角
記
事
に
は
、
こ
れ
が
陸
行
な
の
か
水
行
な
の
か
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
も
私
の
右

所
論
を
裏
付
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
前
記
の
榎
説
を
つ
よ
く
支
証
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
伊
都
国
か
ら
邪
馬
台
国
ま
で
の
間
は
、
距
離
で
い
え
ば
千
五
百
余
里
で
あ
り
、
行
程
だ
と
「
水
行
十
日
陸
行
一

月
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
問
題
は
、
こ
の
八
文
字
の
行
程
記
事
を
ど
う
解
釈
す
る
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
実
際
、
魏
志
倭
人
伝
を

読
み
解
く
非
常
に
大
事
な
要
点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
邪
馬
台
国
所
在
地
論
の
方
向
は
こ
れ
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
。

　
こ
の
八
文
字
の
読
み
方
は
、
こ
れ
ま
で
二
通
り
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
私
は
こ
れ
を
「
水
行
な
ら
ば
十
日
、
陸
行
な
ら
ば
一
月
」
と
読

む
べ
き
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
水
行
十
日
さ
ら
に
陸
行
一
月
」
と
読
む
べ
き
で
は
な
い
、
と
考
え
る
。
後
者
は
多
く
、
大
和
論
者
が
採
用

す
る
解
釈
方
法
で
あ
る
が
、
九
州
論
者
の
中
に
も
、
水
行
の
十
日
と
陸
行
の
一
月
と
を
合
わ
せ
た
の
で
は
九
州
か
ら
は
る
か
南
に
は
み
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

て
し
ま
う
と
い
う
の
で
、
「
一
月
」
は
コ
日
」
の
誤
り
で
あ
る
と
論
断
す
る
学
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
「
水
行
十
日
さ
ら
に
陸
行
一
月
」
と
い
う
読
み
方
が
何
故
誤
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
第
一
の
理
由
は
、
水
行
か
ら
陸
行
に
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移
る
際
に
、
ど
こ
か
の
国
に
到
着
し
そ
こ
で
上
陸
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
そ
の
上
陸
地
点
の
国
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
ま
で
の
倭
人
伝
の
記
載
法
を
み
る
と
、
例
え
ば
対
馬
、
一
支
と
海
路
を
渡
っ
て
き
た
魏
の
使
が
末
盧
国
に
上
陸
し
、
そ
こ
か
ら

伊
都
国
ま
で
陸
行
し
た
こ
と
が
漏
ら
さ
ず
明
記
し
て
あ
る
。
ま
た
こ
の
読
み
方
だ
と
、
上
陸
し
た
国
名
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

陸
行
に
移
っ
て
か
ら
も
一
月
の
問
い
っ
た
い
如
何
な
る
国
々
を
経
て
邪
馬
台
国
に
入
っ
た
の
か
が
全
く
不
明
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
魏
使

が
邪
馬
台
国
ま
で
通
行
す
る
の
に
道
筋
の
国
々
の
名
を
ひ
と
つ
も
記
さ
な
い
の
は
お
か
し
い
。
普
通
な
ら
ば
こ
う
し
た
国
々
は
倭
国
の
中

心
部
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
重
要
性
は
い
っ
そ
う
増
す
筈
で
あ
る
か
ら
、
倭
人
伝
が
こ
れ
を
省
略
す
る
な
ど
と
は
考
え
に
く
い
。

　
第
二
に
、
「
水
行
十
日
」
と
「
陸
行
一
月
」
の
間
に
、
「
又
」
と
い
っ
た
接
続
詞
が
入
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
水
行
と
陸
行
を
加
算
式
に

読
む
こ
と
を
困
難
に
し
て
い
よ
う
。

　
第
三
に
、
中
国
の
正
史
に
お
い
て
水
陸
両
路
が
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
は
、
「
水
行
に
よ
る
と
何
里
、
陸
路
に
よ
る
と
何
里
」
と

い
う
よ
う
に
、
殆
ど
が
単
な
る
併
記
と
解
し
て
間
違
い
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
魏
使
は
伊
都
国
か
ら
邪
馬
台
国
へ
の
行
程
に
お
い
て
、
水
陸
二
つ
の
通
路
が
あ
る
う
ち
の
水
行
か
陸

行
の
い
ず
れ
か
を
利
用
し
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

　
右
の
判
定
に
し
て
こ
れ
が
妥
当
と
す
れ
ば
、
私
は
、
使
節
は
陸
行
よ
り
も
水
行
の
方
を
用
い
た
に
違
い
な
い
と
思
う
。

　
何
故
な
ら
ば
、
使
節
一
行
が
、
十
日
間
の
船
旅
を
利
用
せ
ず
に
道
路
事
情
の
劣
悪
な
三
十
日
の
歩
行
を
選
択
す
る
と
は
、
考
え
難
い
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
上
、
禽
獣
類
の
横
行
す
る
危
険
な
道
中
を
沢
山
の
重
要
な
荷
物
を
携
帯
し
て
行
進
す
る
旅
程
は
、
正
使
を
受
け
入
れ
る

場
合
、
全
く
不
向
き
な
選
択
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
結
局
問
題
は
、
伊
都
・
邪
馬
台
間
の
千
五
百
余
里
と
い
う
里
数
が
、
果
し
て
「
水
行
十
日
」
の
行
程
に
う
ま
く
合
致
す
る
の
か
ど
う
か

と
い
う
点
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
水
上
の
航
路
を
里
数
で
割
り
出
す
こ
と
は
、
原
始
古
代
に
あ
っ
て
は
か
な
り
難
し
い
も
の
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
陸
地
の
よ
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う
に
歩
数
・
歩
幅
を
測
る
訳
に
は
い
か
ず
、
ま
し
て
や
潮
の
流
れ
の
速
さ
や
風
の
向
き
、
波
の
高
さ
な
ど
不
確
定
要
素
が
濃
い
こ
と
、
な

ど
の
た
め
で
あ
る
。

　
し
か
し
て
魏
使
は
水
行
十
日
を
用
い
た
け
れ
ど
も
、
吾
人
が
こ
れ
を
里
数
に
換
算
す
る
時
は
陸
行
に
置
き
換
え
て
算
出
し
て
も
よ
い
筈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

で
あ
る
。
す
る
と
、
早
く
か
ら
榎
氏
や
牧
健
二
氏
が
引
用
し
、
そ
れ
で
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
、
魏
時
代
よ
り
く
だ
る
史
料
で
あ
る
が
、
唐

六
典
巻
三
戸
部
条
に
は
、

　
凡
陸
行
之
程
、
馬
日
七
十
里
、
歩
及
騒
五
十
里

と
あ
っ
て
、
陸
上
の
歩
行
が
一
日
五
十
里
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
し
て
し
か
り
と
す
れ
ば
、
陸
行
一
月
（
三
十
日
）
の
行
程
が
ち
ょ

う
ど
千
五
百
里
に
な
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。

　
要
す
る
に
こ
れ
ま
で
、
里
程
に
お
い
て
北
九
州
説
は
不
利
と
見
倣
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
か
な
り
大
雑
把
な
説
明
で
こ
れ
ま
で
終

始
し
て
き
た
大
和
説
に
お
け
る
里
程
解
釈
よ
り
も
、
か
え
っ
て
、
適
合
性
の
高
い
結
果
が
導
き
出
さ
れ
た
も
の
と
思
う
。

邪馬台国の位置に関する覚書

　
ω
　
方
　
角

　
次
に
、
方
角
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

　
従
来
、
大
和
説
を
と
る
史
家
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
九
州
論
者
に
お
い
て
も
、
倭
人
伝
に
、

　
南
至
投
馬
国
、
水
行
二
十
日
、
…
…
南
至
邪
馬
台
国
、
女
王
之
所
都
、
水
行
十
日
、
陸
行
一
月

と
あ
る
部
分
を
字
句
通
り
に
全
て
の
日
数
を
加
算
し
て
読
む
と
九
州
の
遙
か
南
方
に
邪
馬
台
国
の
地
を
求
め
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
た

め
、
大
和
論
者
に
あ
っ
て
は
、
日
数
は
そ
の
ま
ま
と
し
、
方
角
は
魏
の
使
が
「
南
」
と
し
た
の
は
「
東
」
の
問
違
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
方
角
記
事
を
修
正
す
れ
ば
、
北
九
州
の
伊
都
か
ら
東
の
方
向
に
進
む
と
大
和
地
方
に
た
ど
り
着
く
筈
、

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
方
に
は
、
卑
弥
呼
の
葬
ら
れ
た
「
家
」
に
相
当
し
そ
う
な
古
墳
も
あ
り
、
こ
の
周
辺
地
域
の
古
墳
や
こ
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れ
ま
で
に
発
掘
さ
れ
た
鏡
の
分
布
状
況
も
当
時
の
倭
国
を
代
表
す
る
国
家
に
ふ
さ
わ
し
い
大
和
地
方
を
中
心
に
広
が
り
を
み
せ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

こ
う
し
た
考
古
学
方
面
か
ら
の
研
究
成
果
も
次
々
に
公
表
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
肝
心
の
、
倭
人
伝
の
方
角
記
事
が
誤
り
で
あ
る
と
い
う
大
和
説
の
論
拠
は
、
大
半
が
「
そ
う
で
あ
る
に
違
い
な
い
」
と
い
う

あ
る
種
の
期
待
を
込
め
た
願
望
的
憶
測
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
な
ぜ
こ
れ
が
誤
り
で
あ
る
か
が
具
体
的
に
立
証
さ
れ
た
こ
と
は
、
未

だ
か
つ
て
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
憶
測
は
、
大
和
論
者
の
中
で
は
も
は
や
確
信
に
変
貌
を
と
げ
、
こ
の
確
信
を
前
提
に
議

論
が
進
め
ら
れ
る
場
面
が
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
と
こ
ろ
に
私
は
最
大
の
注
意
を
喚
起
し
た
い
の
で
あ
る
。

　
魏
志
倭
人
伝
の
読
解
に
お
い
て
、
ご
く
初
期
の
研
究
者
で
あ
る
本
居
宣
長
は
、
邪
馬
台
国
が
も
し
大
和
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
魏
か
ら

来
た
使
節
は
北
九
州
か
ら
は
東
へ
と
向
か
う
べ
き
筈
な
の
に
、
倭
人
伝
の
記
述
で
は
南
の
方
角
へ
と
向
か
っ
て
い
る
。
し
か
も
北
九
州
の

国
々
を
以
西
と
す
べ
き
と
こ
ろ
を
倭
人
伝
で
は
「
女
王
国
よ
り
以
北
」
と
記
し
て
い
た
り
す
る
が
、
こ
れ
は
邪
馬
台
国
が
「
ま
こ
と
は
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

和
の
京
」
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
説
い
て
い
る
。
こ
こ
で
の
本
居
の
学
説
は
、
倭
人
伝
の
文
章
を
忠
実
に
解
釈
す
る
こ
と
を
基
本
に

成
立
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
し
か
し
、
大
和
説
だ
と
倭
人
伝
の
方
角
記
事
に
誤
り
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
議
論
を
進
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

伝
に
記
さ
れ
て
い
る
方
角
の
全
て
に
わ
た
り
、
時
計
の
針
の
進
む
方
向
と
は
逆
回
り
に
九
〇
度
誤
っ
て
い
る
と
理
解
し
、
こ
れ
ら
を
書
き

改
め
て
読
む
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

　
だ
が
、
は
る
ば
る
と
大
陸
か
ら
数
多
の
顛
難
を
乗
り
越
え
て
倭
国
に
渡
っ
て
来
た
魏
の
正
式
使
節
が
、
旅
程
に
お
い
て
最
も
重
要
な
進

行
方
向
を
わ
き
ま
え
て
い
な
か
っ
た
な
ど
と
い
う
こ
と
が
、
果
し
て
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
古
代
中
国
の
天
文
・
暦
学
は
紀
元
前
の

は
る
か
昔
よ
り
相
当
の
進
歩
を
と
げ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
天
文
の
知
識
に
う
と
い
使
節
団
が

魏
の
皇
帝
か
ら
の
大
切
な
親
書
等
を
携
え
て
来
日
し
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
し
て
や
古
代
の
人
々
が

方
位
を
知
る
上
で
最
も
頼
み
と
し
て
い
た
の
は
太
陽
の
位
置
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
使
節
団
が
移
動
・
進
行
す
る
時
に
、
太
陽
の
出
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邪馬台国の位置に関する覚書

る
方
角
（
東
）
と
日
中
に
太
陽
の
出
て
い
る
方
向
と
を
ど
う
し
て
見
誤
る
で
あ
ろ
う
か
。
魏
使
の
帰
朝
報
告
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
倭
人

伝
の
編
集
作
業
に
お
い
て
、
何
か
の
事
情
で
故
意
に
方
角
記
事
が
手
直
し
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
は
、
解
読

に
た
ず
さ
わ
る
史
家
が
そ
の
事
情
を
さ
ぐ
り
当
て
、
こ
れ
を
た
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
彼
の
地
で
方
角
記
事
を
書
き

直
す
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
が
存
し
た
事
実
は
、
こ
れ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
ま
た
、
前
記
し
た
よ
う
に
、
大
和
論
者
が
倭
人
伝
の
方
角
記
事
は
誤
り
で
あ
る
と
い
う
の
で
こ
れ
を
書
き
改
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

決
し
て
一
部
の
改
変
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
本
文
中
に
見
え
る
二
十
箇
所
に
の
ぼ
る
方
角
記
事
の
全
て
に
つ
い
て
一
様
に
書

き
直
す
作
業
を
行
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
よ
う
に
書
き
直
し
を
行
っ
た
結
果
、
果
し
て
こ
れ
に
対
す
る
解
釈
に
責
任
が
持
て
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

　
倭
人
伝
の
方
角
に
関
す
る
記
載
は
、
東
、
西
、
南
、
北
、
東
南
、
南
北
、
そ
し
て
以
北
等
々
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
お
い
て
区
々
に

使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
表
記
に
極
め
て
厳
正
な
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
軽
々
に
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
史
料
の
原
文
を
誤
り
と
決
め
つ
け
て
、
こ
れ
を
書
き
改
め
る
に
は
余
程
の
根
拠
が
提
示
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
し

も
曖
昧
な
根
拠
以
上
の
も
の
が
示
せ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
む
や
み
に
原
文
の
字
句
を
い
じ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
は
、
史
学
研
究
上
の
大
原

則
で
あ
り
、
歴
史
研
究
に
い
た
ず
く
者
の
最
も
留
意
す
べ
き
事
柄
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
魏
志
倭
人
伝
は
、
原
始
・
古
代
の
日
本
の
国
家
の
あ
り
さ
ま
や
制
度
・
習
俗
の
実
態
を
窺
い
知
る
殆
ど
唯
一
の
、
基

本
的
文
献
に
し
て
甚
だ
貴
重
な
同
時
代
的
史
料
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
記
録
さ
れ
た
字
句
・
事
項
を
で
き
る
限
り
厳
密
に
ま
た
正
確
に
読

み
解
こ
う
と
す
る
態
度
は
、
必
要
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
に
お
い
て
、
わ
た
く
し
は
里
程
・
方
角
の
双
方
か
ら
み
て
、
邪
馬
台
国
は
北
九
州
内
に
存
し
た
も
の
と
考
え
て
間
違
い
な
い
と
思

う
。
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（
1
）
例
え
ば
末
盧
・
伊
都
間
は
五
百
里
と
倭
人
伝
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
遺
跡
の
発
掘
成
果
な
ど
か
ら
、
末
盧
国
の
中
心
地
と
覚
し
き
唐
津
辺
り
か

　
ら
伊
都
国
の
中
心
前
原
町
の
三
雲
・
伊
原
・
平
原
辺
り
ま
で
の
距
離
は
約
三
十
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
ま
た
一
支
・
末
盧
間
は
約
六
十
キ
ロ
メ

　
ー
ト
ル
で
、
こ
れ
は
千
余
里
と
伝
は
記
し
て
い
る
。

（
2
）
榎
・
前
掲
著
作
業
・
四
一
頁
以
下
。

（
3
）
　
倭
人
伝
の
冒
頭
に
「
旧
百
余
国
、
漢
時
有
朝
見
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
漢
書
」
地
理
志
や
「
後
漢
書
」
東
夷
伝
倭
条
等
の
知
識
に
よ
っ
て
い
る
。

（
4
）
　
た
だ
し
、
榎
氏
が
投
馬
国
が
邪
馬
台
国
よ
り
南
に
あ
る
と
さ
れ
た
点
は
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
投
馬
国
を
含
む
如
上
の
七

　
国
は
「
女
王
国
よ
り
以
北
」
に
あ
る
と
伝
は
記
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
田
中
卓
氏
の
前
掲
『
海
に
書
か
れ
た
邪
馬
台
国
』
を
参
照
さ
れ

　
た
い
。

（
5
）
　
古
く
は
本
居
宣
長
の
「
駅
戎
慨
言
」
（
一
七
七
八
年
、
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
八
巻
所
収
・
昭
和
四
十
七
年
・
三
三
頁
以
下
）
に
見
ら
れ
、
以
後

白
鳥
庫
吉
「
倭
女
王
卑
弥
呼
考
」
（
東
亜
之
光
第
五
巻
六
・
七
号
・
明
治
四
十
三
年
）
、
富
来
隆
「
魏
志
『
邪
馬
台
』
の
位
置
に
関
す
る
考
察
」
（
大

分
大
学
学
芸
学
部
研
究
紀
要
第
二
巻
・
昭
和
二
十
八
年
）
、
植
村
清
二
「
邪
馬
台
国
・
狗
奴
国
・
投
馬
国
」
（
史
学
雑
誌
第
六
四
編
一
二
号
・
昭
和
三

十
年
）
、
安
本
美
典
『
邪
馬
台
国
へ
の
道
』
（
昭
和
四
十
二
年
）
、
等
々
の
論
著
に
引
き
継
が
れ
て
き
た
。

（
6
）
　
魏
使
は
邪
馬
台
国
へ
は
行
か
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
説
が
あ
る
が
、
私
は
こ
の
考
え
方
は
論
外
で
あ
る
と
思
う
。
使
節
が
魏
の
皇
帝
か
ら
倭
王

卑
弥
呼
に
渡
す
べ
く
託
さ
れ
た
「
親
魏
倭
王
」
の
制
詔
、
印
綬
等
を
伊
都
国
で
倭
国
の
役
人
に
預
け
て
帰
国
す
る
な
ど
の
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と

　
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
7
）
榎
・
前
掲
著
作
集
・
六
六
頁
、
牧
健
二
『
日
本
の
原
始
国
家
』
（
昭
和
四
十
三
年
）
・
五
四
頁
。

（
8
）
例
え
ば
、
梅
原
末
治
『
佐
味
田
及
新
山
古
墳
研
究
』
（
大
正
十
年
）
、
笠
井
新
也
「
邪
馬
台
国
は
大
和
で
あ
る
」
考
古
学
雑
誌
第
一
二
巻
七
号

　
（
大
正
十
一
年
）
、
小
林
行
雄
『
古
墳
時
代
の
研
究
』
（
昭
和
三
十
六
年
）
、
そ
の
他
前
節
注
（
1
）
所
掲
の
考
古
学
分
野
の
文
献
等
々
を
参
照
。

（
9
）
　
本
居
・
前
掲
「
駅
戎
慨
言
」
・
三
三
頁
。
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三
　
卑
弥
呼
を
「
共
立
」
し
た
国
々

倭
人
伝
に
よ
れ
ば
、
邪
馬
台
国
は
当
時
三
十
ほ
ど
の
国
を
従
え
て
お
り
、
そ
の
支
配
者
と
し
て
頂
点
に
君
臨
す
る
女
王
卑
弥
呼
は
、
倭



国
の
乱
後
、
諸
国
の
「
共
立
」
に
よ
っ
て
そ
の
地
位
に
つ
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
邪
馬
台
国
の
支
持
基
盤
と
な
る
国
々
は
、

当
時
の
政
治
的
情
勢
に
お
い
て
は
必
ず
邪
馬
台
国
の
周
辺
に
あ
っ
て
こ
の
国
を
さ
さ
え
て
い
た
に
違
い
な
い
。
従
っ
て
、
も
し
邪
馬
台
国

が
畿
内
大
和
に
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
国
を
さ
さ
え
る
国
々
が
大
和
周
辺
に
存
在
し
た
筈
で
あ
り
、
ま
た
北
九
州
に
邪
馬
台
国
が

存
在
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
国
を
さ
さ
え
る
国
々
は
主
に
北
九
州
に
存
し
た
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
枢
要
の
国
々

の
所
在
を
倭
人
伝
は
書
き
漏
ら
す
と
は
考
え
難
い
。

邪馬台国の位置に関する覚書

　
ω
　
対
馬
－
投
馬
間
の
七
国

　
大
和
説
の
場
合
、
邪
馬
台
国
は
イ
コ
ー
ル
大
和
朝
廷
で
あ
る
、
と
見
倣
す
の
で
あ
る
が
、
大
和
朝
廷
に
と
り
大
和
周
辺
の
畿
内
諸
国
が

ど
れ
ほ
ど
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
か
は
い
ま
さ
ら
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
に
、
そ
う
し
た
国
々
の
名
を
倭
人
伝

か
ら
探
し
求
め
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
倭
人
伝
に
記
載
さ
れ
て
い
る
対
馬
か
ら
邪
馬
台
国
に
至
る
八
国
の
う
ち
、
投
馬
国
は
さ
て
お
く
と
し
て
、
投
馬
以
前

に
見
え
る
対
馬
・
一
支
・
末
盧
・
伊
都
・
奴
・
不
弥
の
六
国
は
、
明
ら
か
に
北
九
州
に
存
在
す
る
国
々
で
あ
る
。
投
馬
国
に
つ
い
て
、
大

和
説
で
は
こ
れ
を
中
国
地
方
の
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域
（
備
後
の
靹
、
あ
る
い
は
讃
岐
の
託
間
郷
）
か
、
日
本
海
沿
岸
地
域
（
出
雲
国
、
ま
た
は

但
馬
国
）
に
擬
定
す
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
で
も
、
北
九
州
の
不
弥
か
ら
邪
馬
台
国
に
至
る
お
よ
そ
気
の
遠
く
な
る
ほ
ど
の
道
の
り
上
に
、

わ
ず
か
投
馬
の
一
国
だ
け
を
経
由
す
る
こ
と
に
な
る
。
大
和
周
辺
の
、
例
え
ば
摂
津
と
か
河
内
・
和
泉
、
あ
る
い
は
山
背
地
方
と
い
っ
た

重
要
な
地
域
の
様
子
は
全
く
記
さ
ず
に
、
な
ぜ
そ
こ
か
ら
遠
く
か
け
離
れ
た
投
馬
一
国
だ
け
を
と
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
う
で

な
く
と
も
北
九
州
か
ら
大
和
ま
で
の
間
に
は
、
さ
ら
に
彪
大
な
数
の
国
が
存
し
た
筈
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
国
々
の
説
明
が
あ
っ
て
も

よ
い
で
は
な
い
か
。
大
和
説
は
こ
う
し
た
疑
義
を
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
倭
人
伝
が
北
九
州
沿
岸
諸
国
を
細
か
く
記
す
の
と
は
対
照
的
に
、
大
和
説
だ
と
邪
馬
台
国
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
国
名
の
記
載
が
か
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え
っ
て
粗
雑
に
な
る
と
い
う
矛
盾
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
諸
国
を
検
察
す
る
た
め
に
置
か
れ
た
と
い
う
一
大
率
に
関
し
て
も
、
大
和
説
で
は
、
な
ぜ
大
和
か
ら
遠
く
離
れ
た
北
九
州
の
伊

都
国
の
み
に
こ
れ
を
設
け
て
、
中
国
・
四
国
地
方
の
ど
こ
に
も
こ
う
し
た
検
察
機
構
を
置
か
な
か
っ
た
の
か
、
十
分
な
説
明
を
必
要
と
し

よ
う
。

　
大
和
説
に
立
っ
た
場
合
、
こ
の
よ
う
に
諸
国
の
配
置
や
行
程
記
事
な
ど
全
体
の
構
成
に
自
然
と
了
解
し
難
い
箇
所
が
ま
ま
見
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

　
な
お
、
投
馬
国
に
つ
い
て
、
倭
人
伝
に
は
北
九
州
沿
岸
国
か
ら
南
に
水
行
二
十
日
の
と
こ
ろ
に
存
在
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、

こ
れ
ま
で
九
州
論
者
の
間
で
も
こ
れ
の
解
釈
に
相
当
苦
慮
し
て
き
て
今
日
に
及
ん
で
い
る
。
本
居
以
来
、
牧
、
井
上
、
榎
氏
等
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

こ
の
国
は
日
向
国
児
湯
郡
の
都
万
神
社
の
あ
る
所
と
い
う
説
が
主
流
と
も
な
っ
て
語
り
継
が
れ
て
き
た
。
私
も
こ
の
国
を
従
前
の
九
州
論

者
と
同
様
に
九
州
内
の
一
国
と
見
る
が
、
こ
れ
が
九
州
本
島
に
存
し
た
国
と
は
考
え
て
い
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
倭
人
伝
に
は
「
水
行
二

十
日
」
と
し
か
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
陸
行
に
は
触
れ
て
い
な
い
か
ら
、
こ
の
国
へ
は
海
路
し
か
利
用
で
き
ず
、
決
し
て
陸
上
を
通
行
し
て

行
く
こ
と
の
で
き
な
い
島
に
該
当
す
る
所
に
存
立
し
て
い
た
国
と
見
倣
さ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
投
馬
国
を
五
島
列
島
に

比
定
さ
れ
た
の
は
田
中
卓
氏
で
あ
り
、
氏
は
、
そ
の
方
位
、
日
数
、
官
名
、
島
名
の
由
来
、
倭
国
の
対
外
交
易
上
の
重
要
な
経
由
地
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

等
々
に
つ
い
て
詳
し
く
解
説
さ
れ
、
こ
の
結
論
を
導
か
れ
て
い
る
。
私
は
、
現
時
点
で
田
中
説
が
最
も
説
得
性
が
あ
る
と
思
う
。

　
倭
人
伝
に
登
場
す
る
邪
馬
台
国
直
前
の
国
々
は
、
か
く
し
て
殆
ど
が
北
九
州
の
内
に
求
め
う
る
こ
と
が
、
こ
こ
に
明
ら
か
に
な
っ
た
と

推
断
し
て
よ
い
。

248

ω
　
「
其
余
勇
国
」
と
「
女
王
国
」

と
こ
ろ
で
、
邪
馬
台
国
の
支
持
基
盤
と
な
っ
た
周
辺
の
国
々
は
以
上
だ
け
で
は
な
い
。

井
上
光
貞
氏
は
、
邪
馬
台
国
と
そ
の
従
属
国
を



邪馬台国の位置に関する覚書

含
む
政
治
集
団
の
全
体
を
邪
馬
台
国
連
合
と
呼
び
、
そ
れ
ら
は
、

　
ω
魏
志
入
国
の
沿
道
の
国
々
（
対
馬
・
一
支
・
末
盧
・
伊
都
）

　
の
伊
都
か
ら
の
距
離
を
記
さ
れ
た
国
々
（
奴
・
不
弥
・
投
馬
）

　
⑥
「
其
余
勇
国
」
（
斯
馬
・
己
百
支
・
伊
邪
・
都
支
・
弥
奴
・
好
古
都
・
不
呼
・
姐
奴
・
対
蘇
・
蘇
奴
・
呼
邑
・
華
奴
蘇
奴
・
鬼
・
為
吾
・
鬼
奴
・
邪

　
　
馬
・
躬
臣
・
巴
利
・
支
惟
・
烏
奴
・
奴
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
計
二
十
八
国
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
う
ち
ω
⑭
の
対
馬
・
一
支
・
奴
・
不
弥
の
諸
国
に
は
卑
弥
呼
が
卑
奴
母
離
と
い
う
辺
境

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

防
備
官
を
派
遣
し
て
諸
国
を
統
轄
し
、
伊
都
国
の
王
も
代
々
「
女
王
国
に
統
属
」
し
て
い
た
と
い
う
。
右
は
井
上
氏
な
り
の
整
理
の
仕
方

で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
内
容
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
の
学
説
で
も
す
で
に
大
略
承
認
を
え
た
事
柄
で
は
あ
る
が
、
全
体
を
邪
馬
台
国
連
合

と
規
定
せ
ら
れ
た
の
は
お
そ
ら
く
井
上
氏
が
最
初
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
井
上
氏
の
よ
う
に
、
二
十
八
国
全
部
を
連
合
と
い
う
こ
と
ば
で
括
っ
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
邪
馬
台
国
が
、
自
ら

の
支
持
基
盤
で
あ
り
、
女
王
卑
弥
呼
を
「
共
立
」
し
た
国
々
に
対
し
て
、
彼
ら
を
「
畏
揮
」
せ
し
む
る
ほ
ど
強
力
な
「
一
大
率
を
特
に
置

い
て
こ
れ
ら
を
検
察
」
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
果
し
て
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
連
合
と
い
う
形
で
相
互
に
結
束
し
て
い
た
な
ら
ば
、

邪
馬
台
国
と
他
の
諸
国
と
の
間
に
さ
ま
で
強
権
を
必
要
と
す
る
統
属
関
係
が
は
た
ら
い
て
い
た
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
り
え
よ
う
か
。
ま

た
井
上
氏
は
、
前
記
ω
⑭
の
国
々
に
つ
い
て
は
統
治
の
あ
り
方
に
触
れ
ら
れ
た
が
、
③
の
各
国
に
つ
い
て
の
説
明
、
及
び
⑥
と
①
⑭
と
の

相
関
関
係
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

　
倭
人
伝
に
よ
る
か
ぎ
り
、
⑥
の
二
十
一
国
に
関
し
て
は
、
邪
馬
台
国
か
ら
卑
奴
母
離
等
の
役
人
が
派
遣
さ
れ
た
と
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、

し
か
も
こ
れ
ら
諸
国
は
「
女
王
の
境
界
」
内
に
存
在
し
た
こ
と
は
記
し
て
い
る
が
、
邪
馬
台
国
が
こ
れ
ら
を
統
属
し
て
い
た
と
は
一
言
も

述
べ
て
い
な
い
。
同
じ
邪
馬
台
国
の
連
合
諸
国
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
倭
人
伝
は
ω
⑭
の
七
国
と
⑥
の
二
十
一
国
と
の
間
に
こ
れ
程
の
落

差
の
あ
る
取
り
上
げ
方
は
し
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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卑
弥
呼
が
諸
国
に
「
共
立
」
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
諸
国
の
王
達
が
共
同
意
思
に
よ
っ
て
自
主
的
な
権
限
を
行
使
し
て
そ
の
　
「
共

立
」
に
参
画
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
王
が
「
統
属
」
的
支
配
を
受
け
た
伊
都
国
や
、
王
位
が
廃
さ
れ
て
邪
馬
台
国
か
ら
軍

事
的
指
揮
官
「
卑
奴
母
離
」
を
送
り
込
ま
れ
て
い
た
前
述
の
国
々
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
こ
の
「
共
立
」
に
は
加
わ
り
え
な
か
っ
た
と

考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
改
め
て
、
邪
馬
台
国
の
女
王
を
「
共
立
」
し
た
国
々
と
は
い
っ
た
い
如
何
な
る
政
治
集
団
で
あ
っ
た
の
か

を
問
い
直
し
て
見
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
最
も
合
理
的
解
釈
を
く
だ
さ
れ
た
の
は
牧
健
二
氏
で
あ
っ
た
と
思
う
。
つ

ま
り
氏
は
、
倭
人
伝
に
見
え
る
「
女
王
国
」
と
い
う
語
に
着
目
さ
れ
、
こ
の
伝
の
主
題
で
あ
る
邪
馬
台
国
の
名
は
わ
ず
か
に
一
回
し
か
見

え
ず
、
し
か
も
そ
れ
に
は
「
女
王
の
都
す
る
所
」
と
い
う
説
明
が
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
邪
馬
台
国
が
女
王
国
の
首
都
の
所
在
地
で
あ
っ

た
こ
と
を
意
味
し
、
決
し
て
邪
馬
台
国
イ
コ
ー
ル
女
王
国
で
は
な
い
。
か
く
て
「
女
王
国
」
及
び
「
女
王
国
よ
り
以
北
」
の
地
域
を
個
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

具
体
的
に
示
し
、
「
女
王
国
」
を
構
成
す
る
諸
国
こ
そ
が
女
王
卑
弥
呼
を
「
共
立
」
し
た
主
体
で
あ
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
　
か
く
し
て
、

こ
の
「
女
王
国
」
諸
国
と
は
、
邪
馬
台
国
を
盟
主
に
す
え
な
が
ら
も
そ
の
女
王
卑
弥
呼
の
「
共
立
」
に
自
主
的
な
権
限
で
参
画
す
る
こ
と

の
で
き
た
、
伝
に
「
其
余
の
労
国
」
と
記
す
二
十
一
国
で
あ
っ
た
、
と
私
は
考
え
る
。
既
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
諸
国
は
「
女
王
の

境
界
」
内
に
存
立
し
た
け
れ
ど
も
、
邪
馬
台
国
に
統
属
さ
れ
て
い
た
形
跡
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
ゆ
え
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
な
お
、
こ
の
時
代
の
「
国
」
の
地
理
的
範
囲
は
後
の
郡
ま
た
は
郷
程
度
の
領
域
で
あ
っ
た
こ
と
、
前
稿
で
述
べ
た
ご
と
く
で
あ
る
。
従

っ
て
、
本
節
で
取
り
上
げ
た
邪
馬
台
国
以
下
の
二
十
九
国
位
は
北
九
州
内
に
お
さ
ま
っ
て
し
ま
う
と
私
は
考
え
て
い
る
。
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（
1
）
　
本
居
・
前
掲
「
駅
戎
慨
言
」
・
三
四
頁
、
牧
・
前
掲
『
日
本
の
原
始
国
家
』
・
三
五
九
頁
以
下
、
井
上
『
日
本
の
歴
史
1
』
（
昭
和
四
十
年
）

　
二
三
八
頁
以
下
、
榎
・
前
掲
著
作
集
・
八
七
頁
。

（
2
）
　
田
中
・
前
掲
『
海
に
書
か
れ
た
邪
馬
台
国
』
を
参
照
の
こ
と
。

（
3
）
（
4
）
　
井
上
「
邪
馬
台
国
と
そ
の
時
代
」
（
井
上
ほ
か
編
・
前
掲
『
日
本
歴
史
大
系
1
』
所
収
・
二
一
三
頁
。
井
上
氏
は
榎
説
支
持
の
立
場
か
ら
、



　
奴
・
不
弥
・
投
馬
の
三
国
を
（
2
）
の
沿
道
の
国
々
と
は
見
て
い
な
い
。
）

（
5
）
牧
・
前
掲
『
日
本
の
原
始
国
家
』
・
五
七
頁
以
下
。

（
6
）
拙
著
前
掲
「
文
献
史
学
か
ら
見
た
邪
馬
台
国
所
在
地
論
」
。

四
　
余
　
語

邪馬台国の位置に関する覚書

い

o前
　節
　で
　考
　察
　し
　た
　こ
　と
　を
　援
　用
　し
　な
　が
　ら
　　、

こ
こ
で
は
邪
馬
台
国
に
お
け
る
支
配
の
あ
り
方
と
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
少
し
述
べ
て
み
た

　
邪
馬
台
国
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
後
に
説
明
す
る
ご
と
く
、
私
は
北
九
州
説
の
中
で
も
中
心
を
占
め
る
筑
後
国
山
門
郡
説
を
と
る
が
、

こ
の
山
門
郡
が
女
王
卑
弥
呼
の
都
し
た
国
、
す
な
わ
ち
女
王
国
の
首
都
邪
馬
台
国
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
卑
弥
呼
を
「
共
立
」
し
た
女
王

国
と
「
女
王
国
よ
り
以
北
」
の
諸
国
と
の
間
に
は
、
明
ら
か
な
政
治
的
地
域
差
が
存
在
し
た
こ
と
が
、
倭
人
伝
か
ら
読
み
取
れ
る
。

　
倭
人
伝
に
よ
れ
ば
、
「
女
王
国
よ
り
以
北
」
の
諸
国
は
、
伝
に
戸
数
道
里
が
略
載
さ
れ
た
対
馬
か
ら
投
馬
に
至
る
七
国
で
あ
っ
て
、
こ

れ
ら
は
い
わ
ば
北
九
州
の
沿
岸
諸
国
で
あ
る
。
も
っ
と
も
牧
氏
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
投
馬
国
に
関
し
て
は
、
伝
に
日
数
で
表
示
し
て
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

右
に
い
う
道
里
が
略
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
「
以
北
」
の
国
の
中
に
は
入
ら
な
い
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
厳
格
に
過
ぎ
る
解
釈
で
あ
り
、

実
際
こ
の
国
へ
は
水
行
を
用
い
る
外
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
（
前
述
）
、
道
里
の
か
わ
り
に
日
数
で
表
わ
し
た
の
だ
と
思
う
。

　
か
く
し
て
こ
れ
ら
の
七
国
は
、
伊
都
国
に
置
か
れ
た
女
王
国
の
一
大
率
に
よ
っ
て
検
察
を
受
け
る
ま
さ
に
女
王
国
の
服
属
国
で
あ
っ
た
。

女
王
国
は
こ
の
沿
岸
の
七
国
中
、
伊
都
国
の
王
の
み
そ
の
存
在
を
許
し
た
。
何
故
こ
の
国
だ
け
が
国
王
の
存
続
を
認
め
ら
れ
な
が
ら
も
、

女
王
国
か
ら
一
大
率
と
い
う
権
力
機
構
を
置
か
れ
、
王
の
自
由
な
権
限
を
製
肘
さ
れ
て
い
た
の
か
。
「
女
王
国
よ
り
以
北
」
の
国
々
の
性

格
を
考
え
る
上
で
、
こ
の
と
こ
ろ
が
鍵
を
握
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
伊
都
国
の
事
情
に
つ
い
て
考
え
て
見
る
必
要
が
あ
る
。
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古
来
よ
り
玄
海
灘
に
面
し
た
諸
国
は
、
大
陸
か
ら
の
最
新
の
文
明
に
最
も
浴
し
う
る
立
地
条
件
に
恵
ま
れ
、
他
に
先
ん
じ
て
港
市
を
形

成
し
え
た
。
縄
文
晩
期
よ
り
稲
作
の
痕
跡
を
示
す
板
付
・
菜
畑
両
遺
跡
を
か
か
え
る
先
進
文
化
地
帯
を
育
ん
だ
。
こ
と
に
奴
国
や
伊
都
国

は
、
か
つ
て
は
倭
国
の
盟
主
と
し
て
中
国
に
使
節
を
送
り
出
す
と
い
う
、
日
本
列
島
内
の
諸
国
中
、
最
も
政
治
的
文
化
的
に
進
ん
だ
国
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

で
あ
っ
た
。
奴
国
は
、
西
暦
五
十
七
年
に
漢
の
光
武
帝
か
ら
「
漢
委
奴
国
王
」
の
印
綬
を
授
か
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
五
十
年
後
の
一
〇
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

年
に
、
こ
ん
ど
は
伊
都
国
王
を
代
表
に
し
た
と
思
わ
れ
る
「
倭
面
土
国
王
師
升
等
」
が
中
国
に
遣
使
・
朝
貢
し
た
。
上
記
の
「
面
土
」
を

　
　
　
　
　
い
　
と

私
は
圓
土
（
回
土
）
と
解
し
、
こ
れ
を
伊
都
国
と
見
て
「
師
升
」
を
そ
の
国
王
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
説
か
れ
る
よ
う
に
、

「
師
升
等
」
の
「
等
」
の
字
は
複
数
形
を
表
わ
し
、
伊
都
国
を
中
心
と
す
る
諸
国
連
合
が
奴
国
か
ら
覇
権
を
奪
い
取
り
、
こ
の
連
合
体
が

中
国
に
朝
貢
し
た
の
だ
と
思
う
。

　
伊
都
国
は
従
っ
て
、
そ
の
後
邪
馬
台
国
が
さ
ら
に
覇
権
を
奪
取
す
る
ま
で
は
北
九
州
沿
岸
諸
国
連
合
の
権
力
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た

と
見
倣
さ
れ
る
。
港
市
を
成
す
沿
岸
諸
国
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
後
背
地
に
存
立
す
る
邪
馬
台
国
が
、
前
の
時
代
の
覇
権
国
の
王
の
み
そ
の

存
続
を
許
し
た
の
は
、
か
つ
て
の
沿
岸
諸
国
連
合
の
盟
主
の
血
筋
を
居
残
す
こ
と
に
よ
っ
て
旧
連
合
諸
国
に
対
す
る
潜
在
的
支
配
の
形
態

を
形
式
上
存
置
し
、
そ
の
影
響
力
を
利
用
す
る
一
方
で
、
こ
の
王
を
一
大
率
に
監
督
さ
せ
て
実
質
的
支
配
を
つ
ら
ぬ
こ
う
と
し
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
伊
都
国
を
中
心
と
す
る
諸
国
連
合
は
、
井
上
光
貞
氏
が
推
考
し
た
よ
う
に
「
連
合
の
紐
帯
は
微
弱
な
も
の
で
あ
っ
た
」
が
ゆ
え
に
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

の
沿
岸
諸
国
間
の
熾
烈
な
覇
権
争
い
は
、
し
だ
い
に
諸
国
内
部
に
分
裂
し
た
状
況
を
作
り
出
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
亀
裂
の
す
き
を
つ

い
て
、
後
背
部
に
位
置
す
る
邪
馬
台
国
を
中
心
と
す
る
内
陸
の
諸
国
は
、
や
が
て
北
部
の
沿
岸
地
帯
と
戦
っ
て
勝
利
し
、
そ
こ
か
ら
覇
権

を
奪
取
す
る
に
至
っ
た
。

　
西
暦
一
七
〇
、
一
八
○
年
ご
ろ
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
倭
国
の
乱
」
の
結
果
、
北
九
州
の
盟
主
の
地
位
は
邪
馬
台
国
へ
と
移
っ
た
。
大
和

説
論
者
は
、
倭
人
伝
所
載
の
こ
の
「
倭
国
の
乱
」
を
全
国
的
な
内
乱
と
解
す
る
け
れ
ど
も
、
決
し
て
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
右
述
し
た
よ
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邪馬台国の位置に関する覚書

う
に
、
邪
馬
台
国
を
中
心
と
す
る
の
ち
の
女
王
国
の
連
合
体
と
、
そ
の
以
北
の
か
つ
て
奴
や
伊
都
が
覇
権
争
い
を
演
じ
た
沿
岸
諸
国
と
の

対
立
・
抗
争
が
ま
さ
に
倭
人
伝
記
す
と
こ
ろ
の
「
倭
国
乱
れ
相
攻
伐
」
の
様
子
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
大
和
説
だ
と
、
倭
の
代
表
国
と
し

て
中
国
に
遣
使
し
た
こ
と
の
明
白
な
奴
国
（
五
七
年
）
、
そ
の
西
隣
り
の
伊
都
国
（
一
〇
七
年
）
等
の
北
九
州
沿
岸
諸
国
か
ら
、
い
つ
ど
の

よ
う
に
し
て
畿
内
大
和
と
い
う
お
よ
そ
か
け
離
れ
た
方
面
へ
覇
権
国
が
飛
び
移
っ
た
か
の
説
明
が
、
た
ん
に
倭
国
の
乱
に
よ
る
と
い
う
だ

け
で
は
、
文
脈
が
省
か
れ
、
か
つ
余
り
に
飛
躍
し
す
ぎ
て
い
て
説
得
力
に
乏
し
い
。
政
権
基
盤
の
脆
弱
な
、
そ
し
て
中
国
皇
帝
よ
り
何
ら

の
称
号
を
も
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
伊
都
国
の
時
代
が
続
い
た
後
の
七
、
八
十
年
の
間
に
、
伊
都
国
連
合
と
そ
の
後
背
地
に
位
置
す
る
邪
馬

台
国
連
合
と
の
覇
権
を
め
ぐ
る
攻
防
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
後
者
が
勝
利
し
、
邪
馬
台
国
が
新
盟
主
の
座
に
君
臨
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と

考
え
る
の
が
よ
り
自
然
な
理
解
に
即
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
倭
人
伝
の
記
述
か
ら
読
み
取
る
限
り
、
沿
岸
の
七
国
の
服
属
の
度
合
い
は
、
例
え
ば
大
官
、
副
官
の
名
称
が
、
　
一
律
に
「
卑
狗
」
「
卑

奴
母
離
」
と
名
付
け
ら
れ
た
国
は
そ
れ
ら
が
女
王
国
か
ら
派
遣
さ
れ
た
行
政
官
や
軍
事
指
揮
官
に
よ
り
統
轄
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
、
邪
馬
台

国
へ
の
服
属
度
は
高
く
、
固
有
の
官
名
を
有
す
る
国
は
よ
り
独
自
性
を
保
ち
な
が
ら
服
属
し
て
い
た
、
と
い
う
よ
う
に
一
様
で
は
な
か
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
こ
の
七
国
の
邪
馬
台
国
に
対
す
る
服
属
の
あ
り
方
は
、
伊
都
国
時
代
の
旧
諸
国
連
合
内
部
の
支
配
構
造
の
あ
り
方
を
反
映
し
て
お
り
、

基
本
的
に
は
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

　
大
林
太
良
氏
は
、
そ
の
特
有
の
文
明
史
観
を
取
り
入
れ
て
、
「
先
進
地
域
に
対
す
る
後
背
地
の
反
文
化
変
容
運
動
が
、
北
九
州
の
港
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

と
そ
の
ヒ
ン
タ
ー
ラ
ン
ト
と
の
あ
い
だ
に
も
展
開
し
た
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
思
考
は
、
倭
人
伝
の

「
女
王
国
」
と
そ
の
「
以
北
」
の
国
々
と
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
理
解
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
り
、
逆
に
ま
た

大
林
理
論
が
こ
の
区
別
す
る
考
え
方
を
支
持
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
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（
1
）
牧
・
同
右
・
七
二
頁
。

（
2
）
　
『
後
漢
書
』
東
夷
伝
倭
の
条
に
「
建
武
中
元
二
年
（
五
七
年
）
、
倭
奴
国
貢
を
奉
し
て
朝
賀
す
。
使
人
自
ら
大
夫
と
称
す
。
倭
国
の
極
南
界
な
り
。

光
武
賜
う
に
印
綬
を
以
て
す
」
と
あ
り
、
文
中
の
印
綬
は
、
そ
の
現
物
と
覚
し
き
も
の
が
、
江
戸
時
代
（
一
七
八
四
年
）
に
志
賀
島
で
偶
然
発
見
さ

　
れ
、
そ
こ
に
本
文
中
の
五
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
3
）
　
『
後
漢
書
』
同
右
条
に
、
「
永
初
元
年
（
一
〇
七
年
）
、
倭
国
王
（
倭
面
土
国
王
1
1
北
宋
版
通
典
）
師
升
等
、
生
口
百
六
十
人
を
献
じ
、
請
見
を

願
う
」
と
見
え
る
。
こ
の
時
は
印
綬
を
賜
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。

（
4
）
　
井
上
・
前
掲
『
日
本
国
家
の
起
源
』
・
二
八
頁
。

（
5
）
　
大
林
太
郎
・
前
掲
『
邪
馬
台
国
』
・
一
七
二
頁
。
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［
付
記
］
　
脱
稿
後
、
さ
ら
に
数
点
の
邪
馬
台
国
関
係
文
献
の
存
在
を
知
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
な
か
か
ら
吉
田
晶
『
卑
弥
呼
の
時
代
』
（
平
成
七
年
）
、
岡

内
三
真
・
石
野
博
信
・
小
林
三
郎
・
高
橋
護
・
佐
原
真
・
大
塚
初
重
『
邪
馬
台
国
研
究
新
た
な
視
点
』
（
平
成
八
年
）
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
ど
ち

ら
も
大
和
説
の
立
場
か
ら
書
か
れ
た
出
色
の
書
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
は
、
本
稿
で
の
私
の
主
張
に
い
さ
さ
か
の
変
更
も
な
い
と
考
え
る
。


